
 

平成２７年３月２５日 

 

「さぎん相続定期預金」の取扱いについて 
～大切な想いをつなぐ相続定期預金～ 

 
佐賀銀行（頭取 陣内 芳博）は、相続により取得される資金を原資としてお預け入れ頂いたお客さま

に、前年に引き続き、金利を上乗せした定期預金「さぎん相続定期預金」を取扱うこととしましたの

で、お知らせいたします。 

また、本定期預金に関連して、ニーズに合わせた様々なサービス・商品（遺言信託業務、遺産整理業

務、教育資金贈与専用口座等）をご提供しております。 

記 

◇さぎん相続定期預金 

商 品 名 さぎん相続定期預金 

取 扱 期 間 平成２７年４月１日（水）～平成２７年９月３０日（水） 

対象となるお客さま 
金融機関（当行以外の金融機関を含む）での相続手続き完了後１年以内に、相続

により取得される資金を原資としてお預け入れいただける個人のお客さま 

お預入金額 
１００万円以上（1 円単位） 

※相続により取得される金額が上限となります。 

適 用 金 利 

Ａコース（次のいずれかに該当される方） 

・当行に年金振込ご指定の方、もしくは年金受け取りご予約サービスをお申込みの方 

・当行に給与振込ご指定の方 

・積立式定期預金をご契約いただいている方（新規申込みされた方も含む） 

コース 期間 適用金利 

Ａコース 

３ヶ月 スーパー定期店頭金利＋年１．００％ 

６ヶ月 スーパー定期店頭金利＋年０．５５％ 

１ 年 スーパー定期店頭金利＋年０．３０％ 

Ｂコース（上記以外の方） 

コース 期間 適用金利 

Ｂコース 

３ヶ月 スーパー定期店頭金利＋年０．６０％ 

６ヶ月 スーパー定期店頭金利＋年０．３５％ 

１ 年 スーパー定期店頭金利＋年０．２０％ 

※初回満期日以降は店頭金利となります。 

お預入期間 ３ヶ月、６ヶ月、１年  

商品内容につきましては、次頁＜商品概要＞をご確認ください。 

以 上 
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＜商品概要＞ 

さぎん相続定期預金 

対象となるお客さま 

金融機関（当行以外の金融機関を含む）での相続手続き完了後１年以内に、相続に

より取得した資金を原資としてお預け入れいただける個人のお客さま 

※本預金の満期後に再度本預金にお預け入れいただくことはできません。 

対 象 商 品 

○預入金額 1,000万円未満 

・スーパー定期 3ヶ月もの（元利自動継続） 

 ・スーパー定期 6ヶ月もの（元利自動継続） 

・スーパー定期 1年もの （元利自動継続） 

○預入金額 1,000万円以上 

 ・大口定期預金 3ヶ月もの（元利自動継続） 

・大口定期預金 6ヶ月もの（元利自動継続） 

・大口定期預金 1年もの （元利自動継続） 

預 入 金 額 

100万円以上（1円単位） 

※相続により取得した金額が上限となります。相続により取得した資金には、有価証券（不

動産除く）の換金代金も含みます。 

適 用 金 利 

Ａコース（下記3つのいずれかに該当する方） 

 ・当行に年金振込ご指定の方、もしくは年金受け取りご予約サービスをお申込みの方 

 ・当行に給与振込ご指定の方 

 ・積立式定期預金をご契約いただいている方（新規申込みされた方も含む） 

  ※積立金額が１万円以上で口座振替入金に限らせていただきます。 

コース 期間 適用金利 

Ａコース 

３ヶ月 スーパー定期店頭金利＋年１．００％ 

６ヶ月 スーパー定期店頭金利＋年０．５５％ 

１ 年 スーパー定期店頭金利＋年０．３０％ 

Ｂコース 

 ・上記以外の方 

コース 期間 適用金利 

Ｂコース 

３ヶ月 スーパー定期店頭金利＋年０．６０％ 

６ヶ月 スーパー定期店頭金利＋年０．３５％ 

１ 年 スーパー定期店頭金利＋年０．２０％ 

※初回満期日以降は、Ａコース、Ｂコースともに店頭金利となります。 

※金利は税引き前であり、利息には 20.315％（復興特別所得税 0.315％含む）の税金が

かかります。金利については窓口におたずねください。 

マル優のお取扱い マル優限度額内でお取扱いできます。 

取 扱 金 額 総額 100億円 

取 扱 期 間 
平成 27年 4月 1日から平成 27年 9月 30日まで 

（ただし、取扱総額 100億円になり次第終了させていただきます。） 

取 扱 店 全店 

関連したサービス 遺言信託業務・遺産整理業務（株式会社山田エスクロー信託業務提携サービス） 

ご 留 意 点 

○ＡＴＭ、インターネットでおつくりいただく定期預金は対象外とさせていただきます。 

○「相続により取得した資金」、「お預け入れされる方が相続人であること」、および「金融機関

での相続完了時期」が確認できる資料※をご提示いただきます。 

○当行で相続手続きされた方は、上記の確認できる資料は不要です。 

※金融機関で相続のお手続きをされた書類の写し、遺産分割協議書の写し、お受け取りになら

れた資金の金額が記載された通帳や計算書の写し、戸籍謄本等 

この預金は預金保険制度の対象であり、預金保険の範囲内で保護されます。 

 詳しくは、さぎんの窓口におたずねください。説明書をご用意しております。 

 平成 27年 4月１日現在 

 

 


